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性能等確認業務の手数料 

 

  性能等確認業務の手数料は、次のとおりとする。 

後付消音器１種類（１本）又は試験自動車１台当たりの手数料 金額(円) 

１ 第一種後付消音器（加速走行騒音試験を伴う場合）の手数料 １６６，０００ 

２ 第一種後付消音器（公的試験機関のデータを活用する場合） 

の手数料（性能等確認通知の手数料を含む） 

３０，０００ 

３ 第二種後付消音器の手数料(試験を伴う場合は１と同じ) 

（性能等確認通知及び第二種後付消音器確認結果の発行の 

手数料を含む） 

 

３０，０００ 

 

４ 申請書及び添付書面により変更確認等を行う場合の手数料 １５，０００ 

５ 性能等確認通知の手数料（再交付の場合を含む） １０，０００ 

６ 試験成績書又は第二種後付消音器確認結果の発行手数料 

（再交付の場合を含む） 

１０，０００ 

７ 立会試験の手数料(出張) 別掲による 

８ 消費税  

注： 第一種後付消音器の性能等確認業務手数料総額（加速走行騒音試験を伴う場合） 
  は、１種類（1 本）又は 1 台当たり１＋５＋６＋８＝１８６，０００円＋消費税と 
  なります。 
 

 

 

 

 

 

 


